
相談は無料で、予約は不要です。

関係機関が一堂に会し、皆様からのご相談に対応します！

日時

氷見市ふれあいスポーツセンター
第１～３会議室（氷見市鞍川４３−１）

税務署 労働局 住宅金融支援機構

弁護士会 司法書士会 行政書士会 税理士会

建築士会 宅建業協会 富山県 氷見市

行政相談委員 行政監視行政相談センター

場所

参加
機関

３月２２日（金）
１２：３０～１６：３０（受付終了１６：００）



富山行政監視行政相談センターが収集した

各機関等における支援策の情報を掲載しています。

情報は、随時、追加・変更してまいります。

相談例

記載以外の相談も幅広く受け付けます。

くらし ・り災証明書について知りたい

・役所に出す申請書類の記載方法を知りたい

・能登半島地震に関わる解雇、雇止め等について相談したい

・地震の被害で土地の境界が分からなくなった

・被災した空き家に対する支援制度について知りたい

・地震により隣家に損害を与えたが弁償しなければならないか

住まい ・被災した住宅の補修や再建に関して相談したい

・修理の方法や今後も住み続けることができるか知りたい

※ご相談の際は、携帯等による写真やその他資料、図面等をお持ち下さい。

・被災した自宅を修繕するための支援、補助制度を知りたい

・賃貸物件などの新しい住まいを探したい

・耐震診断・耐震補強工事について知りたい

お金 ・被災により税金の控除が受けられるか知りたい

・住宅ローンの返済の免除や減額について相談したい

・住宅の建設、購入や補修資金の融資について相談したい

・ローンの減免を受けながら生活再建を図ることができる

「被災ローン減免制度」について知りたい

左記ＱＲコードから

ご覧いただけます。

被災者の皆様への
生活支援に関する情報を提供するため、
「生活支援窓口案内（ガイドブック）」

を作成しています
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